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平成●●年（○○）第●●号 執行停立申立事件 

（本案・平成●●年（○○）第●●号 公売処分取消等請求事件） 

 

決    定 

申立人     Ｘ 

相手方     国 

行政処分庁   東京国税局長 

上記当事者間の標記執行停止申立事件について、当裁判所は、相手方の意見を聴

いた上、次のとおり決定する。 

 

主    文 

１ 東京国税局長が平成２２年８月３１日付けでした別紙１物件目録記載の不

動産に係る公売公告（同日公売公告第６号）を前提とする公売手続の続行は、

本案事件の第１審判決の言渡しまでこれを停止する。 

２ 申立人のその余の申立てを却下する。 

３ 申立費用は、これを２分し、その１を申立人の負担とし、その余を相手方

の負担とする。 

 

事 実 及 び 理 由 

第１ 申立て 

東京国税局長が平成２２年８月３１日付けで申立人に発付した公売通知書

（公売公告第６号）に基づく執行は、本案事件の第１審判決が確定するまでの 

間、これを停止する。 

第２ 事案の概要 

１ 本件は、東京国税局長が、申立人に対し、平成２２年８月３１日付けで通知

した申立人所有に係る別紙１物件目録記載の不動産（以下「本件不動産」とい
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う。）を公売する旨の処分（以下「本件公売処分」という。）を踏まえ、平成

２３年９月１６日付けでその売却決定の日時を同月２８日午前１０時００分に

変更する旨の決定を通知したところ、申立人が、本件公売処分の原因となった

国税の賦課決定に申立人個人ではなく申立人の設立した法人に賦課すべき国税

が混入したり、必要性・合理性を欠く推計課税がされたりするなどの違法があ

る上、申立人は申立人らの生活の本拠である本件不動産以外に損害賠償債権を

有することなどから、本件公売処分には滞納税額の徴収に必要な限度を超える

などの違法があると主張して、本件公売処分及び上記国税の賦課決定の取消し

を求める訴えを提起した上、この訴えを本案として、本件不動産に係る本件公

売処分に基づく公売手続の続行の停止を求めている事案である。 

２ 前提事実 

一件記録によれば、次の事実を一応認めることができる。 

（１）本件不動産の差押処分等 

ア 江戸川北税務署長は、別紙２記載の申立人が納付すべき滞納国税（以下

「本件滞納国税」という。）のうち、１～１８及び２２～３０を徴収する

ため、平成１０年９月１１日、本件不動産の差押処分をした。 

イ 東京国税局長は、本件滞納国税について、国税通則法４３条３項に基づ

き、平成１８年８月２４日から平成２１年１月２６日までの間に、江戸川

北税務署長から徴収の引継ぎを受けた。 

ウ 東京国税局長は、本件滞納国税のうち１９～２１を徴収するため、平成

２１年６月９日、本件不動産の参加差押処分をした。 

（以上につき、疎甲１の１・２、６、疎乙３、４の１～３、６） 

（２）本件公売処分に至る経緯 

ア 江戸川北税務署の担当職員は、平成１０年１０月から平成１８年５月３

１日までの間に、① ２回にわたり税務署で申立人と納付相談を行い、② 

３回にわたり申立人宅に臨場し、申立人が不在であったため、申立人の妻
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に「来署催告書」と題する書面を手交し、③ 申立人に対し、３回にわた

り電話等により納税催告をしたほか、４回にわたり、「未納国税の納付に

ついて」と題する書面を送付した。 

イ 東京国税局の担当職員は、平成１８年１１月９日、申立人に対し、「滞

納国税等の納付相談のお知らせ」と題する書面を送付したが、申立人が面

談に応じなかったことから、平成１９年９月５日、申立人に対し、「未納

国税のお知らせ」と題する書面を送付した上、同年１０月３日、申立人宅

において申立人と面談し、同年１１月末までに納付計画を立てること及び

１１月以降も期限内に納税することを促し、さらに、平成２０年９月４日

及び平成２１年９月２日にも、申立人に対し「未納国税のお知らせ」と題

する書面を送付したが、申立人から、納付計画書の提出はなく、本件滞納

国税の納付もなかった。 

ウ 東京国税局の担当職員は、平成２１年６月５日、申立人宅に臨場したが、

申立人が不在のため、公売予告通知書と題する書面（疎乙５）を差し置い

た上、平成２２年２月２５日、申立人に対し、完納の見込みがなければ本

件不動産の換価手続を進める旨を電話により伝え、さらに、同年６月２日、

申立人宅に臨場し、公売処分のために本件不動産の写真撮影及び評価に係

る資料を収集するとともに、申立人に対し本件不動産の換価手続を進める

旨伝えたところ、申立人から、同月１１日までに納付計画審を提出する旨

の申出があった。 

しかしながら、同日を経過しても申立人から納付計画書の提出がなく、

東京国税局の担当職員は、同月３０日、申立人から電話により納付相談を

したい旨の申出があった際には、申立人に対し、同年７月２０日以降に納

付相談に応じるが、納付計画が立たなければ換価手続を続行する旨を告げ

た。 

エ 東京国税局の担当職員は、平成２２年８月２３日、申立人から電話によ
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り「現状では少額の分納しかできない」と告げられたことから、１０年以

上納付業績がなく滞納国税を累積させている現状では少額の分納で換価手

続を止めることはできない旨告げ、同月２５日、申立人から電話により公

売を持ってほしい旨の申出があった際には、具体的な根拠に基づく矩期完

納の見込みの納付計画が立たない限り、換価手続を続行する旨告げた。 

（以上につき、疎甲６、疎乙５） 

（３）本件公売処分等 

ア 東京国税局長は、平成２２年８月３１日、国税徴収法９５条１項及び９

９条１項に基づき、本件不動産を同年１０月６日を開札日、同年１３日を

売却決定日として公売する旨の公売公告（公売公告第６号。本件公売処分）

及び見積価額公告（見積価額１６８０万円）をするとともに、同年９月１

日、申立人に対し、国税徴収法９６条１項に基づき、同年８月３１日付け

公売通知書の送達によりその旨を通知した。 

（疎甲２、６、疎乙７、８） 

イ 東京国税局長は、平成２２年１０月７日付けで、本件不動産について、

要旨下記のとおりの最高価申込者決定をし、申立人に対し、その旨を通知

した。 

                 記 

（ア）最高価申込者   株式会社Ｃ 

（イ）最高価申込価額  １９８５万円 

（ウ）売却決定     平成２２年１０月１３日午前１０時００分 

東京国税局 

（疎甲３、疎乙１０、１１） 

ウ 東京国税局長は、平成２３年９月１６日付けで、本件公売処分の売却決

定の日時を要旨下記のとおり変更するとともに、上記イの最高価申込者決

定に係る売却決定の日時を要旨下記（ア）のとおりに変更し、申立人に対
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し、その旨を通知した。 

                 記 

（ア）売却決定の日時     平成２３年９月２８日午前１０時００分 

（イ）買受代金の納付期限   平成２３年９月２８日午後３時００分 

（疎甲４、疎乙１３～１５） 

エ なお、本件滞納国税は、平成２２年８月３１日時点の滞納税額が別紙２

の別表１のとおりであり、平成２３年９月２８日時点の滞納税額が別紙２

の別表２のとおりである。 

（疎乙１、２、１８） 

（４）本件公売処分に対する不服申立て等 

ア 申立人は、平成２２年９月２７日、本件公売処分を不服として異議申立

てをしたが、同年１１月２６日、異議審査庁から棄却の異議決定を受けた。 

（疎甲５、６、疎乙９） 

イ 申立人は、平成２２年１２月１４日、異議決定後の本件公売処分等に不

服があるとして、審査請求をしたが、平成２３年７月２７日、国税不服審

判所長から、本件公売処分に対する審査請求を棄却し、その他の審査請求

の対象に対する審査請求を却下する旨の裁決を受けた。 

（疎甲６、疎乙１２） 

ウ 申立人は、平成２３年９月２１日、本件執行停止の申立てをするととも

に、同月２２日、本件公売処分及び本件滞納国税の賦課決定の各取消しを

求める訴え（本案訴訟）を提起した。 

（顕著な事実） 

（５）本件不動産の使用状況等 

ア 本件不動産は、申立人、その妻、子供２人及び申立人父母の自宅として

使用されており、少なくとも申立人、妻及び娘は平成８年１２月７日から

本件不動産所在地すなわち自宅所在地を住所としている。また、本件不動
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産には、平成８年１２月２０日受付第     号抵当権設定登記（債務

者申立人、抵当権者Ｄ信用保証株式会社、債権額４７００万円）が経由さ

れている。 

（疎甲１の１・２、９、１０、疎乙４の１～３） 

イ 申立人は、平成２２年１１月４日頃、東京地方裁判所に対し、Ｅ株式会

社及びＦを被告として、下記交通事故により損害を被ったと主張して、不

法行為による損害賠償請求権（以下、この債権を「本件交通事故損害賠償

債権」という。）に基づき１億２８０５万２０２１円及びこれに対する平

成１９年１１月１２日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による金

員の支払を求める訴えを提起した。 

                記 

日       時  平成１９年１１月１２日午前８時２０分項 

場       所  千葉県先路上 

原告車両及び運転者  原動機付自転車 原告 

被告車両及び運転者  事業用普通貨物自動車 被告Ｆ 

態    様 

被告Ｆは、被告車両を運転し、原告車両を追い越すに当たり、被告車両左

側の確認を怠って被告車両左側面を原告車両右側面に接触させ、原告をガー

ドレールに衝突させるなどし、原告に頚椎捻挫、中心性頚髄損傷、右手捻挫、

ＲＳＤ、右手拘縮の傷害を負わせた。 

（疎甲８、１０） 

３ 当事者の主張 

申立人の主張は、別紙３のとおりであり、これに対する相手方の意見は、別

紙４のとおりである。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 本件の判断枠組み 
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（１）行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為（行政事件訴訟法３条３項

に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下「処分」という。）につい

ては、その取消訴訟が提起されでも、処分の効力、処分の執行又は手続の続

行（以下「処分の執行等」という。）は妨げられないものとされており（同

法２５条１項。いわゆる執行不停止の原則）、裁判所は、処分の執行等によ

り生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があり、その旨の申立てがあっ

た場合に限り、その処分の執行等の全部又は一部の停止（以下「執行停止」

という。）をすることができる（同条２項本文）。そして、重大な損害を生

ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するも

のとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものと

され（同条３項）、他方、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあると

き、又は本案について理由がないとみえるときは、執行停止をすることがで

きない（同条４項）。 

（２）これらの執行停止の要件に関する規定の趣旨に照らすと、行政事件訴訟法

２５条２項本文にいう「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」か否か

については、処分の執行等により維持される行政目的の達成の必要性を踏ま

えた処分の内容及び性質と、これによって申立人が被ることとなる損害の性

質及び程度とを、損害の回復の困難の程度を考慮した上で比較衡量し、処分

の執行等による行政目的の達成の必要性を一時的に犠牲にしてもなおこれを

停止して申立人を救済しなければならない緊急の必要性があるか否かの観点

から検討すべきであり、また、同項の規定に基づく執行停止の内容を決定す

るについても、執行停止による行政の停滞によって生ずる公共の福祉への影

響を、申立人の救済に必要な範囲で最小限にとどめるようにその内容を定め

ることが求められているというべきである。 

２ 「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」（行政事件訴訟法２５条

２項本文）に該当するか否かについて 
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（１）上記１の観点から、本件公売処分を前提とする公売手続の続行により生ず

る「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」と認められるか否かについ

て検討する。 

（２）この点、本件公売処分及びこれを前提とする公売（換価）手続は、滞納者

の国税を徴収する目的で、差押財産を公売により金銭に換えるものであり（国

税徴収法８９条１項、９４条１項）、入札等を経て、見積価額以上の入礼者

等のうち最高の価額による入札者等を最高価申込者（以下「買受人」という。）

として売却決定をし（同法１０４条）、貿受代金をその納期限までに納付し

た買受人に当該差押財産を取得させるものである（同法１１６条１項）が、

本件公売処分に基づいて本件不動産を買い受けた買受人が代金を納付してそ

の所有権を取得した後、本件公売処分が取り消されれば、買受人が本件不動

産の所有権を遡及的に失い、原則として、買受人から本件公売処分の取消し

前に本件不動産を買い受けた第三者が本件不動産の所帯権を取得することが

できないものと解される。 

しかしながら、① 不動産の公売処分や売却決定の取消し後、その所有名

義が滞納者に回復される前に、買受人から当該不動産を譲り受けた転得者が

所有権移転登記を経由した場合には、当該転得者と滞納者とは民法１７７条

の対抗関係に立つと解されるため（最高裁昭和●●年（○○）第●●号同３

２年６月７日第二小法廷判決・民集１１巻６号９９９頁参照）、滞納者の登

記名義を回復することが法律上不可能となる可能性があるから、本件公売処

分を前提とする本件不動産の公売手続が続行された場合においても、申立人

の登記名義を回復することが法律上不可能となる可能性があるし、また、②  

前記前提事実によれば、本件不動産は、申立人及びその家族が自宅として使

用しているものであって、少なくとも申立人、妻及び娘は相当長期間にわた

って住所として居住していることに照らすと、これが公売され、申立人らに

おいて転居を余儀なくされるということになれば、事後的な金銭賠償だけで
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は償い切れない損害が発生するものと一応認めることができる。 

そうであるとすれば、本件滞納国税の徴収という行政目的の達成の必要性

と比較しても、本件公売処分を前提とする公売手続の続行により申立人が被

る不利益は、回復の困難の程度が著しく大きいものということができる。 

（３）以上によれば、本件公売処分を前提とする公売手続の続行に関しては、申

立人について「手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必喪

がある」（行致事件訴訟法２５条２項本文）と認めるのが相当である。 

３ 「本案について理由がないとみえるとき」（行政事件訴訟法２５号条４項）

に該当するか否かについて 

（１）申立人は、本案について、① 本件公売処分の原因となった国税の賦課決

定に申立人個人ではない法人に賦諜すべき国税が混入したり、必要性・合理

性を欠く推計課税がされたりするなどの違法がある上、② 申立人は申立人

らの生活の本拠である本件不動産以外に損害賠償鏡権を有することなどから、

本件公売処分には滞納税額の徴収に必要な限度を超えるなどの違法がある旨

主張する。 

（２）確かに、相手方の主張によれば、本件滞納国税は、申立人の主張に係る有

限会社Ｇの設立前の課税期間のものであるか、又は、申立人の確定申告若し

くは修正申告（疎乙１６参照）又は申立人から提出された資料若しくは申立

人からの事情聴取によって税額が定まった（したがって、推計課税の方法は

用いられていない）というのであり、この点に関する申立人の主張は抽象的

なものにとどまり、具体的な疎明もないから、申立人の主張に係る本件滞納

国税の違法については「理由がないとみえるとき」に該当し得る。また、国

税徴収法４８条１項は、例えば、２以上の財産があり、１の財産の差押えで

十分滞納者の国税を満足させることができるにもかかわらず、他の財産まで

差し押さえることを禁止するものであるから、上記のとおり本件滞納国税に

申立人の主張に係る有限会社Ｇの設立前の課税期間のものが含まれる以上、
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本件滞納国税に申立人個人ではない法人に賦課すべき国税が混入していたと

しても、本件不動産が直ちに「国税を徴収するために必要な財産以外の財産」

に該当するとはいえないし、前記前提事実によれば、本件滞納国税のうち１

～１８及び２２～３０について、申立人がその督促を受けながら、同法４７

条１項１号所定の日までに完納しなかったことから、本件不動産の差押処分

がされ、その後１０年以上にわたり、江戸川北税務署や東京国税局の担当職

員による申立人に対する納税の促し等が繰り返し行われたが、申立人から具

体的な根拠に基づく短期完納の見込みの納付計画が立たなかったため、本件

公売処分がされ、同法９５条１項柱書き所定の日より前の平成２２年８月３

１日に所定の事項の公告が行われるとともに、同年９月１日に申立人に対す

る公売通知書の送遣が行われたことが認められ、これらの事情によれば、申

立人の上記主張に係る本件公売処分の違法についても、それを認めることは

できないようにも思われる。 

また、差押財産（金銭、債権及び同法５７条の規定により債権の取立をす

る有価誕券を除く。）の換価は、滞納者の財産が適法にされた差押処分な前

提として行われるところ（同法８９条１項参照）、徴収職員が国税徴収法に

基づき差し押さえる滞納者の財産の選択は、超過差押え及び無益な差押えの

禁止（同法４８条）や差押禁止財産（同法７５条参照）等の制限に反しない

限り、その裁量に委ねられており、同法７９条２項２号も、徴収職員は、滞

納者が他に差し押さえることができる適当な財産を提供した場合において、

その財産を差し押さえたときは、差押財産の全部又は一部について、その差

押を解除することができる旨規定しているが、この場合の差押えの解除も、

その裁量に委ねられているものと解される。 

しかしながら、申立人の主張中上記（１）②の本件公売処分の違法をいう

点は、要するに、本件不動産の差押え後に申立人が本件交通事故損害賠償債

権を取得したことをもって超過公売禁止の趣旨から、本件不動産の差押えを
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解除せずに本件公売処分を前提とする公売手続を続行することが違法になる

旨を主張するものと解することができるところ、国税徴収法７９条２項２号

の趣旨や超過差押禁止・超過公売禁止の趣旨に照らせば、差押えの解除をし

ないことが裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たることもあり得ないわけ

ではなく、前記前提事実によれば、本件不動産が申立人やその家族の居住用

財産であり、他方、申立人は、本件不動産以外に、本件交通事故損害賠償債

権を有する可能性があること（しかも、その債権金額は、本件滞納国税のう

ち本件不動産に付された平成８年１２月２０日付け抵当権に優先する国税の

全部を納付できるだけでなく、本件滞納国税の全部又は相当程度を納付でき

る程度のものである可能性もある。）がうかがわれること等に照らすと、少

なくとも申立人の主張中上記（１）②の本件公売処分の違法をいう点は、本

件において、仮に、本件交通事故損害賠償債権が居住用不動産である本件不

動産との関係で同法７９条２項２号の「他に差し押さえることができる適当

な財産」に該当することとなれば、東京国税局長において本件不動産の差押

えを解除しないまま本件公売処分を前提とする公売手続を続行することがそ

の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たる余地が全くないと断定すること

はできないというべきである。 

そうであるとすれば、本件交通事故損害賠償債権の存否・金額その他の事

情について、本案事件の訴訟手続において審理をせずに、本件執行停止申立

てに係る当事者双方の主張・疎明資料のみから、直ちにその請求の当否につ

いて明らかに理由がないと判断することまではできないというべきである。 

（３）以上によれば、本件申立てが「本案について理由がないとみえるとき」に

該当するということはできない。 

４ 「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれ」（行政事件訴訟法２５条４項）

の有無について 

一件記録に照らしても、本件公売処分を前提とする公売手続の続行を停止
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することによって、「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれ」（行政事件

訴訟法２５条４項）があると認めるべき事情の存在は認められない。 

５ 執行停止の期間について 

前記３の「本案について理由がないとみえるとき」に当たるか否かの判断は、

事柄の性質上、本案事件の第１審判決の結論によって影響を受けるものであり、

この点については、本案事件の第１審判決の結論を踏まえて改めて判断するの

が相当であると思料される。 

したがって、本件公売処分を前提とする公売手続の続行の執行停止の期間は、

本案事件の第１審判決の言渡しまでの間とするのが相当である。 

６ 結論 

よって、本件申立ては、本件公売処分を前提とする公売手続の続行について、

本案事件の第１審判決の言渡しまでの間の停止を求める限度で理由があるから、

その限度で認容し、その余は理由がないから却下することとして、主文のとお

り決定する。 
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